
   
 
 
 

クッチャロ湖白鳥フェスタ２０１０ 
◆日 時 ４月２９日（木）午前１０時～午後３時 

◆場 所 クッチャロ湖畔 
 

【大声コンテストの参加者を募集します】 
～クッチャロ湖に向かって夢や想いを大声で叫ぼう～ 

クッチャロ湖を見ながら夢や想い等を大声で叫ぶことで、「白鳥の

湖」クッチャロ湖の景観の素晴らしさを再認識し、ストレスを健康

的に発散してもらうことを目的として大声コンテストを次のとおり

開催します。 
 

☆子供の部（小学生以下） 先着２０名 

 ［優勝］ＤＳ-ｉ［準優勝］米俵（１５㎏）［３位］米俵（１０㎏） 

☆大人の部（中学生以上） 先着２０名 

［優勝］米俵（３０㎏）［準優勝］米俵（２０㎏）［３位］米俵（１０㎏） 

☆特別賞も用意しています。 
 

◆参加料 無料 

◆申込み・問合せ 

３月２９日（月）より、定員になるまで受付します。申込用紙に

住所・氏名・発声内容を記入の上、クッチャロ湖白鳥フェスタ２０

１０実行委員会事務局（役場産業振興課商工観光係）に提出してく

ださい。℡２－２３４５（内線２２３） 

※申込用紙は実行委員会事務局及び町ＨＰで確認できます。 
 

【白鳥絵画コンテストのお知らせ】 
◆応募内容 白鳥をテーマに描いた作品で一人一点だけ応募できます。 

      水彩、クレパス、色えんぴつ等画材は自由 

      （パソコンでの作成・応募はできません） 

◆応募資格 町内在住の小学６年生以下の児童（Ｈ２２年４月現在の学年） 

◆用紙サイズ 

幼児（６才以下）８つ切り画用紙（２７０mm×３８０mm） 

小学１～２年生 ８つ切り画用紙（２７０mm×３８０mm） 

小学３～４年生 ４つ切り画用紙（３８０mm×５４０mm） 

小学５～６年生 ４つ切り画用紙（３８０mm×５４０mm） 

◆応募期間 ４月１日（木）～２２日（木） 

◆審査・発表 浜頓別町観光協会において審査を行い、４月２９日（木）

に水鳥観察館において発表・展示します。また、表彰

式は４月２９日（木）午後１時より行います。 

【白鳥フェスタ賞】１点に賞状、副賞（３，０００円分図書券） 

※水鳥観察館の入館券に作品が１年間印刷されます。 

【入     選】４点に賞状、副賞（１，０００円分図書券） 

◆作品展示 応募されたすべての作品は水鳥観察館で展示します。 

◆問 合 せ 役場産業振興課 ℡２－２３４５（内線１２８・２２３） 

クッチャロ湖水鳥観察館 ℡２－２５３４ 

浜頓別町長任期満了に伴う 

浜頓別町長選挙が実施されます 

告示日 ４月１３日（火） 

投票日 ４月１８日（日） 

【浜頓別町長選挙立候補予定者説明会】 
 ◎日 時 ３月２６日（金） 午前１０時 

 ◎場 所 役場２階大会議室 

 ◎対象者 立候補予定者と事務責任者 

◆問合せ 町選挙管理委員会事務局 

     ℡２－２３４５（内線２２１） 

 

平成２２年度から 

町税等の納期が変わります 
納税者の１期ごとの負担額を軽減するため、平成２２年度から次

のとおり納期が変わります。 

          （現行） （改正後） 

・個人町民税     ３期 ⇒ ４期（６・８・１０・１２月） 

・固定資産税     ３期 ⇒ ４期（５・７・９・１１月） 

・国民健康保険税   ４期 ⇒ ８期（６･７・８・９・１０・ 

１１・１２・１月） 

※詳しくは、広報はまとんべつ４月号でお知らせします。 

◆問合せ 役場住民課税務係 

℡２－２３４５（内線１１５・１１６） 

 

浜頓別アドベンチャークラブ 

団員募集のお知らせ 
◆対  象 小学校４年生～６年生 

◆活動内容 月１回程度、カヌーやキャンプなどの体験活動をとお

して、自然や文化について学習をします。 

◆年 会 費 ３，５００円（食材代、消耗品等） 

入団式の際に納入願います。 

※スポーツ傷害保険に加入していない

方は別途６００円が必要です。 

◆申 込 み ４月初旬に各学校へ入団申込書を送付

します。 

入団希望者は必要事項を記入の上、申込

み願います。 

入 団 式  

◆日  時 ４月１９日（月） 午後４時３０分～ 

◆場  所 役場２階大会議室 

◆持 ち 物 筆記用具 

◆そ の 他 入団申込みが１０名未満の場合は、開設を中止します。 

◆問 合 せ 町教育委員会社会教育係 ℡２－４６６６ 

浜頓別町福祉タクシー利用助成について 
 町では身体障がい者の生活圏の拡大と福祉の増進を

目的とし、タクシー料金の一部を助成しています。 

助成を受けるためには、１年毎の申請が必要となり

ますので、次の要領に基づき申請をお願いします。 

◆対 象 者 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度

１級・２級（全障害）及び３級（下肢・

体幹機能障害に限る）の方 

◆助 成 額 １回の利用につき５９０円とし、年間４８回分 

◆申請手続 身体障害者手帳、印鑑を持って、役場保健福祉課福祉

係に申込みください。 

℡２－２３４５（内線４０１） 

 

国民健康保険 

加入・脱退の届出についてのお知らせ 
 国保加入者が転出するとき、転入して国保に加入するとき、会社

などの社会保険に加入するとき、社会保険の資格を有しなくなった

とき等は、１４日以内に届出が必要です。お早めに役場保健福祉課

国保係まで届出をしてください。 
 

加入するとき 必要なもの 
職場の健康保険から脱退したとき 健康保険を脱退を証明する書類、印鑑 

子どもが生まれたとき 保険証、印鑑、出産に係る領収書 

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑 

他の市区町村から引越してきたとき 転出証明書、印鑑 

外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書 

脱退するとき 必要なもの 
職場の健康保険に加入したとき 国保と健康保険の保険証、印鑑 

死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証、印鑑 

生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証、印鑑 

他の市区町村に引越すとき 保険証、印鑑 

外国籍の人が脱退するとき 外国人登録証明書、保険証 
 

◆問合せ 役場保健福祉課国保係 ℡ ２－２３４５（内線４０５） 

 

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・ 

固定資産課税台帳の閲覧のお知らせ 
地方税法第４１６条及び第３８２条の２の規定に基づき、平成２

２年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧

を次のとおり定めますので、お知らせします。 

◆期 間 

 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

４月１日～５月３１日 

 固定資産課税台帳の閲覧 

４月１日～平成２３年３月３１日 

◆時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 

◆場 所 役場住民課税務係 

◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２－２３４５（内線１１５・１１６） 

（速報版） 平成２２年３月２５日発行 第１４４１号 

電話番号   役場２－２３４５   多目的アリーナ２－４６６６     浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/         発行  浜頓別町役場   編集 総務課 



行事予定 
【３月２５日～４月１２日】 

月 日 行  事 場  所 時  間 

４/２（金） 
乳児相談 

火葬場落成式 

ほけんセンター 

浜頓別町火葬場 

９:45～13:30 

11:00～ 

４/６（火） 浄水場通水式 宇曽丹浄水場 11:00～ 

 
住民基本台帳カードを無料で交付します 
運転免許証を自主返納する７５歳以上の方へ 
町では、４月１日から、有効期限内の運転免許証を自主的に返納

される７５歳以上の町民の方に、身分証明書の代わりにもなる「写

真付き住民基本台帳カード」を無料で交付することになりました。 

◆対 象 者 ７５歳以上の町民で４月１日以降に運転免許証を返納

した方 

◆手続方法 

・枝幸警察署又は旭川運転免許センターで運転免許証と印鑑を持参

し、「申請による運転免許の取消通知書」を発行してもらいます。 

・申請による運転免許の取消通知書、印鑑、本人確認書類（後期

高齢医療保険証、介護保険証など２種類、または、取消しとな

った運転免許証（１か月以内のもの）を持参し、役場住民課住

民係の窓口で住民基本台帳カードの交付申請をする。 

◆カードの受 取  申請から１０日～２週間後 

◆問 合 せ 役場住民課住民係 ℡２－２３４５（内線１１４） 

 

肺炎球菌ワクチン（予防接種）助成のお知らせ 
肺炎球菌は健康な人の鼻や咽喉でもよく見つかりますが、健康なう

ちは症状が出ず、体力が落ちているときや、高齢になって免疫力が弱

くなってくると肺炎など色々な病気を引き起こす原因になります。 

 ６５歳以上では肺炎による死亡率が、がん、心臓病、脳卒中の次

に高くなっているので、町では高齢者の肺炎予防のため、肺炎球菌

ワクチンの一部助成をしています。 

まだ予防接種がお済みでない方は、ぜひご利用ください。 

◆助成対象者 

 浜頓別町に住民登録され、肺炎球菌ワクチン接種をしたこ

とがない
・ ・

方
・

で、次の条件を満たす方。 

①６５歳以上の方 

②６０歳以上６４歳以下の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害

により身体障害者手帳１級を所持している方 

◆助成期間 対象の方は、町立病院でいつでも接種ができます。病

院窓口で申し出てください。 

◆自己負担額 ３，０００円（助成は町立病院での接種に限ります） 

※１人につき１回限りの助成 

※接種したかどうか確認されたい方は、役場保健係ま

でお問合せください。 

◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２－２３４５（内線４０８） 

４月旭川医大出張診療日 
産 婦 人 科    ４月 ８日 柳沼医師（一日診療） 

            ９日 柳沼医師（一日診療） 

           ２７日 片山医師（一日診療） 

           ２８日 片山医師（一日診療） 

整 形 外 科    ４月 １日 神保医師（一日診療・予約制） 

           １５日 青野医師（一日診療・予約制） 

眼   科    ４月 ７日 花田医師（午前診療・予約制） 

           ２１日 長岡医師（午前診療・予約制） 

※４月より、産婦人科（柳沼医師）の診療時間が変わります。 

●出張診療の日程等については、変更になる場合があります。 

 変更後の日程は、次回広報にてお知らせします。 

●整形外科及び眼科の予約はお早めに。 

●保険証は受診の際、又は月１回必ず提出願います。 

●問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３ 

 

国保病院からのお知らせ 
内科の片野俊英先生が、３月末で退職されることとなりました。

片野先生には、平成１６年４月から６年間、内科、小児科の医師と

して、そして町民の健康管理の啓蒙など、大変ご尽力いただきまし

た。町民の皆さんには、大変残念な報告としてお知らせいたします。 

後任の常勤医師については、最大限その確保に努めていますが、

今後の当面の診療体制についてお知らせいたします。 

◆内科診療 ３月２９日（月）～ 

諏訪智治先生（５０歳）兵庫県篠山市 

      （期間は、当面２か月としていますがその後の延長も

了承） 

◆小 児 科 これまで同様、毎月１回半日程度になりますが、旭川

医大の出張診療を継続します。日程は、毎月広報によ

りお知らせします。 

◆予防接種 内科で毎週木曜日に実施していました予防接種は、こ

れまで同様、内科において実施します。 

◆問 合 せ 町国保病院 ℡２－２２０３ 

 

女性学級の学級生を募集します 
 学習会をとおして仲間づくりや子育て相談など、学級生が自主的

に活動します。 

◆活動内容 月１回程度の学習会 

（料理教室、野外活動、給食試食会、生け花等） 

◆年間学費 １，２００円（その他必要に応じて徴収します。） 

      ※スポーツ安全保険料に加入希望者は１，６００円は

別途いただきます。 

◆申 込 み ４月１２日（月）までに、町教育委員

会社会教育係に申込みください。 

℡２－４６６６ 

◆そ の 他 申込みが１０名以下の場合は、２２年

度は閉級とします。 

浜頓別町ジュニアガイドアカデミーの 

生徒を募集します！ 
◆活動目的 浜頓別町の観光地を体験学習し、学んだことを伝え広

める広報マンを育成する 

◆生徒の募集 ①町内に住んでいる小学校４年生から６年生 

      ②研修は年１６回を予定しています。町の観光地に興

味があり最後まで頑張れる人 

◆募集人数 ５名 

◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４５（内線２２３） 

 

１・２級建設機械施工技術検定試験のお知らせ 
◆学科試験日 ６月２０日（日） 

◆受験手数料 １級 １０，１００円 

２級 １０，１００円（１種別につき） 

      （実地試験は別途手数料が必要） 

◆対  象 建設機械操作施工に従事している者 

◆申 込 み ４月９日（金）までに、日本建設機械化協会試験部に

申込みください。 

      TEL ０３－３４３３－１５７５ 

アドレス http://www.jcmanet.or.jp 

 

宗谷総合振興局がスタートします！ 
～平成２２年４月１日から宗谷支庁が変わります～ 

 平成２２年４月、全道１４支庁は、北海道のこれからの地域づく

りを担う総合出先機関として新たな第一歩を踏み出します。 

今後も、市町村と連携協力し、地域の課題に対応すると

ともに、より広域的な観点に立った効果的な地域振興、産

業振興に取り組みます。 

①名称が変わります（所在地は変わりません） 

現在の名称 新しい名称 現在の名称 新しい名称 

空知支庁 空知総合振興局 上川支庁 上川総合振興局 

石狩支庁 石狩振興局 留萌支庁 留萌振興局 

後志支庁 後志総合振興局 宗谷支庁 宗谷総合振興局 

胆振支庁 胆振総合振興局 網走支庁 オホーツク総合振興局 

日高支庁 日高振興局 十勝支庁 十勝総合振興局 

渡島支庁 渡島総合振興局 釧路支庁 釧路総合振興局 

檜山支庁 檜山振興局 根室支庁 根室振興局 

②２町を所管する機関が変わります 

 ・幌延町は、宗谷総合振興局の所管となります。 

（現在は留萌支庁の所管） 

 ・幌加内町は、上川総合振興局の所管となります。 

（現在は空知支庁の所管） 

◆問合せ 

宗谷支庁参事（地域調整） ℡０１６２－３３－２５０９ 

北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ 

ss/cks/shichou/shichoutop.htm 

第２面 

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！  ～レジ袋の削減は地球にやさしい活動です。買い物の際にはマイバックを持参し、『レジ袋いりません』のひと言を～ 


